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商 品 概 要 説 明 書 
 

２０２６年５月１８日現在 

 

商品名：懸賞品付特別金利定期預金 

販売対象 個人（個人事業主を含む）・法人の方で、新規預入に限ります。 

募集総額 ２０億円 

取扱期間 
２０２６年５月１８日（月）～２０２６年７月３１日（金） 

※ただし、募集金額２０億円に達した時点で本定期預金の取扱いを終了いたします。 

対象定期預金 自由金利型定期預金＜Ｍ型＞（スーパー定期）（自動継続型） 

預入期間 １年（３年目まで自動継続の都度適用金利がアップします。） 

預入 

預入方法 一括預入 

預入金額 

５０万円以上 

※１口座のお預け入れ金額が１，０００万円以上の場合も大口定期の取扱いとはなりませ

ん。また、満期日に自動継続する場合もスーパー定期となります。 

預入単位 １円単位 

払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。 

懸賞品 
抽選にて「旬彩カタログ しんきんのつなぐ力」絆コース（３，０００円相当）を進呈しま 

す。 

懸賞品抽選権 

（抽選番号） 

個人のお客さま：預入金額５０万円を１口として、１口当たり１本の抽選権（抽選番号） 

を付与します。 

法人のお客さま：預入金額２５０万円を１口として、１口当たり１本の抽選権（抽選番号） 

を付与します。 

※抽選権は１ユニット１，０００口とし、最大４ユニット（４，０００口）とします。 

抽選方法 

・当選本数は１ユニットにつき１００本とします。（当選本数最大４００本） 

 ※抽選権が１ユニットに満たない場合、当選本数は１００本より少なくなります。また、 

募集状況によって当選本数は４００本より少なくなる可能性があります。 

・２０２６年１１月に当庫所定の方法により厳正なる抽選を行い、当選賞品は後日進呈いた 

します。ただし、当選番号の定期預金が抽選時点で解約されている場合、その当選番号は 

無効とします。 

利息 

適用利率 

 

 

 

 

 

・１年目から３年目のみ、この適用利率が適用となり、３年目の満期継続後は継続時のスー 

パー定期の店頭表示利率を適用します。 

・満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 

利払方法 

【スーパー定期（単利型）】 

預入期間２年未満のものは満期日以後に一括して支払います。預入期間２年以上のものは中

間利払日（預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年毎の応当

日）以後および満期日以後に分割して支払います。 

なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前

日までの日数および中間利払利率（約定利率×７０％）により計算します。 

適用期間 適用利率 

1年目 年０．５００％ 

２年目 年０．６５０％ 

３年目 年１．２００％ 
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商品名：懸賞品付特別金利定期預金 

計算方法 
【スーパー定期（単利型）】 

付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算 

税金 

・個人（個人事業主を含む）のお客さまは２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日

までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されますので、２０．３１５％

（国税１５．３１５％、地方税５％）の税金がかかります。（ただし、マル優を利用の場

合は除きます。） 

・法人のお客さまは総合課税となります。 

手数料 ― 

付加できる特約

事項 
マル優の取扱いができます。 

中途解約時の取

扱い 

解約時の普通預金利率により計算した期限前解約利息とともに支払います。なお、中間払利

息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を清算します。 

金利情報の入手

方法 
店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 

その他参考とな

る事項 
証書式のみのお取り扱いです。（通帳式・総合口座はお取り扱い出来ません。） 

苦情処理措置・

紛争解決措置 

苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または経営企画部（９時～１７

時、電話：０８５２－２３－５５０５）にお申し出ください。 

紛争解決措置 東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）、第一東京弁護士会（電

話：０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５８

１－２２４９）の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、

利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記経営企画部または全国

しんきん相談所（９時～１７時、電話：０３－３５１７－５８２５）にお申

し出ください。 

預金保険につい

て 

預金保険制度の対象となります。 

預金保険によって元本１，０００万円までとその利息が保護の対象となります。（当金庫に

複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して１，０００万円

までとその利息等が保護されます。） 

 


